
事務的打合せでの主な意見  
論   点 

被保険者側 船舶所有者側 一般被保険者側 一般使用者側 
〔職務上疾病部門〕 
１ 労災保険に統合する際には、労災保険

給付に相当する部分以外の部分（船員保

険の被保険者に限られる部分）は、独自

に支給する仕組みが必要ではないか。 
 
 
 
 
 
２ 船員保険の移送費については、労災保

険では療養補償給付の中に含まれる移

送に相当することから、一般制度と合わ

せてはどうか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 下船後３月の療養補償については、Ｉ

ＬＯ条約に定められた給付であること

から、存続させることが必要ではない

か。ただし、職務外疾病に係る給付であ

ることから、労災保険ではなく、公法人

に移管する職務外疾病部門から支給す

る仕組みとすることが適当ではないか。 
 
 
【現金給付一般】 
４ 給付の基礎となる日額については、一

般制度と同様に給付基礎日額（労働基準

法第１２条で定める方法により計算さ

れた平均賃金）とするか、標準報酬とす

るか、失業部門も含めた検討が必要では

ないか。 
 
 

 
１・全国健康保険協会とは異なる公法

人が職務外疾病部門及び独自給付

部分についての保険者となるのか。

 ・労災にも健康保険にも認定されな

いようなケースがあるように、独自

給付が労災と異なる所で支給され

る場合に、そのようなケースが生じ

ないようにすべき。 
 
２ 移送費は平成 6 年の法改正にお

いて現物給付から現金給付へと変

更した経緯があるが、今般あらため

て現物給付化するのであれば、平成

6 年当時の改正理由を検証すべき

ではないか。 
→ 移送費に係る平成６年の改正は、
同年の健康保険法改正と併せて行
われたものだが、労災保険制度にお
いては、職務上疾病と職務外疾病と
で異なる取扱いをしていることを
踏まえ、今般、職務上疾病について
は、労災保険制度と同様、現物給付
としての取扱いとすることとした。

 
３ 下船後３月の療養補償は船主の

災害補償責任であり、職務外の給付

を行う公法人が給付を行うとすれ

ば、整合性の問題を解決する必要が

あるのではないか。 
→ 費用を船主側負担としているこ
とについては、今後も変えるつもり
はない。 

 
 
４ 現行の標準報酬方式を維持すべ

きではないか。給付基礎日額を用い

た場合とどのように違ってくるか

を示すべき。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４・現行の標準報酬方式を維持すべ

きではないか。給付基礎日額を用

いた場合とどのように違ってく

るかを示すべき。 
・船員労働においては、長期の労

働時間と長期の休暇という特殊

性があることに留意すべき。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 統合後においては労災の給付

基礎日額方式とすべきである。
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【傷病手当金】 
５ 傷病手当金は、療養中の生活保障を 

行うものであるという給付の性格にか

んがみ、一般制度と同様に、賃金が支払

われている期間は支給しないこととす

ることが適当ではないか。 
 
 
 
 
 
６ 同一の傷病を理由として障害厚生年

金等が支給される場合における傷病手

当金の支給停止については、労災保険の

併給調整にかかる取扱いの方が支給額

が高いという違いがあるが、労災保険に

おける取扱いと合わせてもよいのでは

ないか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【葬祭料】 
７ 葬祭料の額については、船員法におい

て葬祭料の額が規定されていることか

ら、現行の船員保険と同じ取扱いとする

ことが適当ではないか。その額が労災保

険における葬祭料の額を上回る場合に

は、船員保険の被保険者に限った措置と

なることから、少なくともその差額は独

自に支給する仕組みが必要ではないか。

受給資格者については、一般制度と同様

に葬祭を行う者としてはどうか。 
 
 

 
５ 漁船のように歩合給で事後的に

清算されるような場合、どのような

取扱いになるのか。 
→ 労災保険法に基づく休業（補償）
給付は、休業をしている期間に対し
て支払われるものであり、休業以前
の労働期間に対する賃金が事後的
に支払われたからといって、調整を
行うものではない。 

 
６・労災の場合との調整率の違いはど

のような理由なのか。 
 ・厚生年金の障害手当金との調整は

どのようになっているのか。 
→ 船員保険の給付と障害厚生年金

等との併給調整については、労災
保険の給付と障害厚生年金等の併
給調整の方法にかんがみ、船員保
険、厚生年金保険及び国民年金の
支給実績値を基に停止率を定め、
給付額に停止率を乗じて得た額に
相当する部分の支給を停止する方
法を採っている。 
格差が生じているのは、停止率を

算出（労災保険は調整率）する際に、
それぞれの制度の実績値を基にし
ているためである。 

 
 
７ 労災保険においては、場合によっ

ては船舶所有者が葬祭料を受ける

ことになるのはおかしいのではな

いか。 
→ 葬祭料の受給資格者については、
その対象を労災保険制度と同様に
規定した場合であっても、実質的に
は、従来船員保険法において受給資
格者とされてきた遺族が優先され
るものと考えられ、大きな問題は生
じないのではないかと考えられる。

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７ 社葬が行われた場合等考えれ

ば支給が妥当とされるケースも

あるのではないか。 
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【保険料】 
８ 保険料の算定基礎となる報酬につい

ては、一般制度と同様に賃金総額とする

か、標準報酬とするか、失業部門も含め

た検討が必要ではないか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
９ 労災保険料のメリット制については、

業務災害に係る保険給付や特別支給金

を対象としているが、災害防止の努力を

促すというメリット制の趣旨にかんが

み、対象とする給付等を含め、全て一般

制度に合わせることが適当ではないか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
８・船員の給与実態等を踏まえ、船員

保険の標準報酬方式を維持するこ

とが適当ではないか。また、賃金総

額方式とした場合、標準報酬の上限

を超えている者は保険料負担が増

えるのではないか。 
・給付の基礎となる金額について

は、労働基準法第 12 条で定める方

法により計算された平均賃金が用

いられるが、船員法において同条は

適用除外とされているので、なじま

ないのではないか。 
→ 給付の基礎となる額は一般制度
と同様に賃金を用いるべきと考え
るが、その算定方法については検討
の余地はある。 

 
９ メリット制をこのまま船員につ

いて適用するのは問題ではないか。

 
 
 
 
 
【その他】 
（適用範囲について） 
・ 労災保険には被保険者概念がな

く、船員保険には適用事業という概

念がないという構造の違いをどう

整理するのか。 
 
・ 一般制度と統合した際の保険関係

（船員保険の被保険者が労災保険

法上の労働者性を有することの担

保等）について、整理が必要ではな

いか。 
→ 個々の事業について、事業主と船
員との間に使用関係が認められる
場合、当該事業は「適用事業」に該
当する。 

  また、船員法第１条第１項に規定
する船員は、原則として船員保険の

 
８・船員の給与実態等を踏まえ、船

員保険の標準報酬方式を維持す

ることが適当ではないか。また、

賃金総額方式とした場合、標準報

酬の上限を超えている者は保険

料負担が増えるのではないか。 
・船員労働においては、長期の労

働時間と長期の休暇という特殊

性があることに留意すべき。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【その他】 
（適用範囲について） 
適用事業の整理をどのように考

えているのか。 
→ 個々の事業について、事業主と
船員との間に使用関係が認めら
れる場合、当該事業は「適用事業」
に該当する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
８ 統合後においては労災の賃金

総額方式とすべきである。 
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強制被保険者となるが、この被保険
者たる船員は、基本的には労働基準
法第９条及び労災保険法第３条に
規定する「労働者」に該当する。 

 
・ 今まで船員保険によってカバーさ

れていた船員について、統合によっ

て適用漏れが生じないようにすべ

き。 
→ 今船員保険の被保険者となって
いる者が適用除外とならないよう
に検討すべきと考えている。 

 
・ ＦＯＣに乗り組む日本人船員につ

いては現在の船員保険の取扱いど

おり、強制加入とすべき。また、5
人未満の船員を使用する船舶所有

者の場合も、適用が緩和されること

のないようにすべき。 
 
・ マルシップに乗り組む外国人船員

については適用対象とならないこ

との法的な説明をすべきではない

か。 
 
・ 労災保険に統合した場合に保険関

係成立の届出の義務が生じるが、届

出書の記載欄のうち「所在地及び名

称」、「事業の概要」及び「事業の種

類」にはそれぞれどのように記載す

ればよいのか。 
→ 統合の際にどういう手続をする
か、どういう業種とするかは今後決
めていきたい。 

 
・ 職務上・外の認定基準、職務不能

の認定基準及び通勤災害の認定基

準について船員保険と一般制度と

で差異がないか否か、確認すべき。

→ 認定基準の差異についても、は確
認したい。 

 
・ 障害等級の定義について、船員保
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険と労災保険とで差がないか。 
→ 差異はない。 
 
・ 一般制度の適用に関係する労働基

準法、労働安全衛生法等の法令と、

船員法等における船員の労働関係

規定と異なる点を認識した上で給

付を行うべきではないか。 
→ 実施体制については、議論する必
要があると考えている。 

 
・ 保険者は事業主からの費用徴収に

当たって、船舶における法令違反の

事実をどのように調べるのか。 
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